
民法改正〈成年年齢の引下げ〉

2022年4月1日から

になります
成年年齢が18歳

大人になる年齢（成年年齢）が、18歳になります
18歳から、親の同意がなくても契約を結べるようになります
お酒とタバコは、引き続き20歳から

改正内容

法務省民事局参事官室  03-3580-4111

詳しくは こちらをご 覧ください

（H31.2）

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00218.html

成年年齢の引下げについての最新情報はこちら！

● 霞が関からお知らせします「2022年4月、18歳は大人です～成年年齢の引下げ～」
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg18293.html

「動画」で分かる成年年齢／政府インターネットテレビ

● 政府インターネットテレビ「2022年4月  成年年齢引下げ  18歳で大人！ できること。できないこと。」
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg18321.html


